
日時 場所 対象 定員 内容 費用 持ち物 申込み 問合せ ホームページ メールInformation
くらしの情報

令和3（2021）年▪5月令和3（2021）年▪5月 おことわり　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、広報紙に掲載の内容が変更となる場合があります。市施設を利用する際やイベント等に参加する前には検温とマスクの着用など新しい生活様式の実践をお願いします。
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践
で
き
る
運
動
・
栄
養
・
口
腔
ケ
ア
を

学
ぶ
。

4
0
0
円

・

5
月
6
日
㈭
～
6
月
16
日
㈬
に
直

接
、
電
話
又
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
総
合
福
祉
エ

リ
ア
へ
。

総
合
福
祉
エ
リ
ア�

☎
22–

5
5
6
1

　

25–

3
3
0
5

み
ん
な
き
ら
め
け
!!
ハ
ッ
ピ
ー
体
操

　
介
護
予
防
を
目
的
と
し
た
体
操
で
す
。

と
こ
ろ

6
月

定
員

市
民
体
育
館

⑦
・
21
日
㈪
60
人

唐
子
地
区
体
育
館

2
・
⑯
日
㈬
30
人

北
地
区
体
育
館

10
・
24
日
㈭
50
人

松
山
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー

8
日
㈫

38
人

高
坂
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー

㉕
日
㈮

30
人

大
岡
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー

3
・
17
日
㈭
30
人

野
本
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
7
・
⑭
日
㈪
35
人

高
坂
丘
陵
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
1
・
⑮
日
㈫
18
人

大
岡
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
①
・
15
日
㈫
26
人

き
ら
め
き
市
民
大
学

14
・
28
日
㈪
30
人

き
ら
め
き
市
民
大
学（
男
性
の
み
）
21
日
㈪

30
人

市
民
福
祉
セ
ン
タ
ー

22
日
㈫

30
人

す
わ
や
ま
荘

15
日
㈫

35
人

時
間　
午
前
10
時
～
11
時
30
分（
大
岡
・

高
坂
丘
陵
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
・
き
ら

め
き
市
民
大
学（
男
性
の
み
）は
午
後
2

時
～
3
時
30
分
）

※
○
で
囲
ま
れ
て
い
る
日
は
体
力
測
定
を

行
い
ま
す
。開
始
時
間
が
30
分
早
ま
り
ま
す
。

フ
ェ
イ
ス
タ
オ
ル（
体
操
用
）、
バ
ス
タ

オ
ル（
敷
物
用
）、
体
育
館
履
き
、
飲
物

※
事
前
申
込
は
不
要

高
齢
者
・
福
祉

い
き
い
き
パ
ス
・
ポ
イ
ン
ト
対
象
事
業

　
「
心
の
こ
も
っ
た
地
域
福
祉
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
2
0
2
0
」の
1
つ
と
し
て
、
高
齢

者
の
健
康
づ
く
り
や
社
会
参
加
を
支
援
し

て
い
ま
す
。

　
対
象
事
業
に
参
加
し
て
会
場
の
受
付
又

は
担
当
課
窓
口
で「
い
き
い
き
パ
ス
・
ポ

イ
ン
ト
カ
ー
ド
」を
提
示
す
る
と
ポ
イ
ン

ト
が
付
与
さ
れ
、
貯
め
た
ポ
イ
ン
ト
を
地

域
通
貨
ぼ
た
ん
圓
と
交
換
で
き
ま
す
。

市
内
在
住
の
65
歳
以
上
の
人

ポ
イ
ン
ト
付
与
期
間　
4
月
1
日
㈭
～
令

和
4
年
2
月
28
日
㈪

今
月
号
掲
載
の
対
象
事
業

ペ
ー
ジ

み
ん
な
き
ら
め
け
!!
ハ
ッ
ピ
ー
体
操

22

セ
ッ
ト
健
診
、
が
ん
検
診
等

20

こ
ち
ら
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
で
す

24

子
宮
頸
が
ん
・
乳
が
ん
・
大
腸
が
ん（
個
別
）検
診

21

フ
ァ
ミ
リ
ー
歯
科
健
診

19

い
き
い
き
生
活
教
室

22

高
齢
介
護
課�

☎
21–

1
4
0
6

　

22–

7
7
3
1

い
き
い
き
生
活
教
室

6
月
23
日
㈬
、
7
月
7
日
㈬
・
21
日
㈬

午
前
10
時
～
11
時
30
分

高
坂
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー

市
内
在
住
の
65
歳
以
上
の
人

20
人（
申
込
順
）

健
康
寿
命
を
延
ば
す
た
め
に
自
宅
で
実

総
合
福
祉
エ
リ
ア�

☎
22–

5
5
6
1

　

25–

3
3
0
5

高
齢
介
護
課�

☎
21–

1
4
0
6


22–

7
7
3
1

勤
労
者
住
宅
資
金

　
市
内
で
マ
イ
ホ
ー
ム
の
新
築
又
は
増
改

築
を
す
る
勤
労
者
で
、
自
己
資
金
だ
け
で

は
住
宅
の
確
保
が
困
難
な
人
に
、
住
宅
資

金
の
融
資
を
あ
っ
せ
ん
し
て
い
ま
す
。

資
格　
次
の
全
て
に
該
当
す
る
人

・
市
内
に
居
住
又
は
居
住
予
定
の
勤
労
者

・
同
一
事
業
所
に
2
年
以
上
勤
務
さ
れ
て

い
る
人

・
年
齢
が
20
歳
以
上
、
55
歳
以
下
の
人

・
返
済
し
な
が
ら
生
活
を
維
持
で
き
る
人

・
市
税
等
を
完
納
し
て
い
る
人

市
内
に
居
住
す
る
た
め
の
、
住
宅
の
建

築・増
改
築（
補
修
）・購
入（
中
古
住
宅・

マ
ン
シ
ョ
ン
を
含
む
）、
宅
地
の
購
入

融
資
限
度
額　
1
千
万
円�

（
無
担
保
の
場

合
5
0
0
万
円
）

融
資
利
率
・
返
済
期
間

担
保

融
資
利
率

返
済
期
間

有

年　
1
・
8
6
5
％

（
変
動
金
利
型
）

25
年

無

年　
1
・
5
0
0
％

（
固
定
金
利
型
）

10
年

・

商
工
観
光
課�

☎
21–

1
4
2
7

�


23–

7
7
0
0

中
小
企
業
融
資
制
度

　
市
内
の
中
小
企
業
者
の
事
業
活
動
に
役

　世帯の1年間の医療費と介護サービス費の自己負
担額を合算して、限度額を超えた場合には、申請に
より自己負担額の一部を支給します。
　ただし、同一世帯内であっても、令和2年7月31
日時点に加入している医療保険・後期高齢者医療制
度の世帯ごとに計算をします。
対象となる世帯
次の全てに該当する世帯
・令和元年8月1日～令和2年7月31日の1年間に、医
療保険と介護保険の両方に自己負担額がある世帯

・医療費と介護サービス費の自己負担額の合算額が
自己負担限度額を超える世帯

世帯の年間での自己負担限度額
70歳以上の人（65歳以上で後期高齢者医療制度に
加入している人も含む）

所得区分 負担限度額
現役並み所得者Ⅲ 212万円
現役並み所得者Ⅱ 141万円
現役並み所得者Ⅰ � 67万円
一般 � 56万円

住民税非課税世帯 低所得者Ⅱ 31万円
低所得者Ⅰ 19万円※

※低所得者Ⅰで介護保険受給者が複数いる世帯の場
合は、限度額の適用方法が異なります。

70歳未満の人
所得区分 負担限度額

901万円超 212万円
600万円超901万円以下 141万円
210万円超600万円以下 � 67万円
210万円以下（住民税非課税世帯除く） � 60万円
住民税非課税世帯 � 34万円
令和2年7月31日時点で東松山市国民健康保険及び
後期高齢者医療制度に加入している人
　支給対象となる被保険者には、お知らせを５月中
に送付します。同封の申請書等に必要事項を記入し、
保険年金課へ申請してください。
　ただし、計算期間中に、医療保険・介護保険の資
格の変更があった場合（転入、勤務先の社会保険等
を喪失、後期高齢者医療制度へ移行等）、支給の対
象となる旨のお知らせができないことがありますの
で、お問い合わせください。
令和2年7月31日時点で勤務先の社会保険等に加入
している人
　申請方法や必要書類について、勤務先又は加入し
ている健康保険組合等に確認してください。
保険年金課〈国民健康保険〉☎21-140323-0076
　〈後期高齢者医療制度〉☎63-500423-0076
　高齢介護課〈介護保険〉☎21-146022-7731

高額医療・高額介護合算制度について

立
て
る
た
め
、
必
要
な
事
業
資
金
の
融
資

の
あ
っ
せ
ん
を
し
て
い
ま
す
。

一般小口 特別小口

使途・返済期間
運転資金
7年以内
設備資金
10年以内

運転資金
5年以内
設備資金
7年以内

限度額 1,250万円 1,000万円

利率・保証料
年利1.75％　
保証料　埼玉県信用保
証協会の定めによる

利子補給
契約期間内に完済した
場合、利子・保証料の
合計の20％

・

商
工
観
光
課�

☎
21–

1
4
2
7

�


23–

7
7
0
0

生
活
に
お
困
り
の
人
の
相
談
支
援
窓
口

　
「
仕
事
が
み
つ
か
ら
な
い
」「
借
金
で
悩

ん
で
い
る
」「
失
業
し
て
家
賃
が
払
え
な
く

な
り
そ
う
」な
ど
不
安
や
心
配
を
抱
え
て

い
る
人
等
を
対
象
と
し
た
相
談
支
援
の
窓

口
を
開
設
し
て
い
ま
す
。相
談
支
援
員
は
、

状
況
に
応
じ
た
サ
ー
ビ
ス
の
紹
介
や
支
援

を
行
い
、
自
立
を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

　
ま
た
、
生
活
に
困
窮
し
て
い
る
家
庭
の

中
学
生
・
高
校
生
を
対
象
に
学
習
支
援
も

行
っ
て
い
ま
す
。
教
員
Ｏ
Ｂ
・
学
生
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
が
子
ど
も
の
学
習
進
度
に
合
わ

せ
て
学
習
を
支
援
し
ま
す
。

平
日
午
前
8
時
30
分
～
正
午
、
午
後
1

時
～
5
時
15
分（
年
末
年
始
を
除
く
）

市
内
在
住
の
人

・

社
会
福
祉
課�

☎
21–

1
4
0
8

　

24–

6
0
6
6

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

健
康
長
寿
事
業「
プ
ラ
ス
1
0
0
0

歩
運
動
」参
加
者
募
集

　
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
を
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に

取
り
入
れ
、
ア
ン
チ
エ
イ
ジ
ン
グ
と
脱
メ

タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
を
目
指
し
ま

し
ょ
う（
歩
数
計
は
ス
ポ
ー
ツ
課
で
用
意

し
ま
す
）。「
埼
玉
県
コ
バ
ト
ン
健
康
マ
イ

レ
ー
ジ
」に
登
録
し
て
い
る
人
も
参
加
で

き
ま
す
。

随
時（
3
か
月
間
）

市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
の
人（
団
体

等
の
参
加
も
可
）

毎
日
の
歩
数
と
毎
月
末
の
体
重
、
血
圧

を
測
定
・
記
録
し
、
終
了
後
に
報
告
書

を
提
出

※
血
圧
は
保
健
セ
ン
タ
ー
、
各
市
民
活
動

セ
ン
タ
ー
で
測
定
で
き
ま
す
。

・

申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、直

接
、郵
送
、Ｆ
Ａ
Ｘ
又
は

で
〒
3
5
5–

8
6
0
1
松
葉
町
1–

1–

58
ス
ポ
ー
ツ

課
へ
。�

☎
21–

1
4
3
9

　

23–

2
2
3
9

※
申
込
書
は
ス
ポ
ー
ツ
課
、
各
市
民
活
動

セ
ン
タ
ー
に
あ
り
ま
す
。

H
M
Y029

＠city.higashim
atsuyam

a.
lg.jp

　高齢者虐待は、高齢者自身の介護状態の悪化や介
護疲れ、取り巻く環境、人間関係などさまざまな要
因が重なって生じます。高齢者や家族の中には「世
間体があるから」等の理由で、声を出せずにひとり
で抱え込んでしまう人も少なくありません。高齢者
や家族を孤立させないためには、地域の人のさりげ
ない見守りや気づきが必要で、それが高齢者虐待の
予防につながります。地域の皆さんが今日からでき
る簡単な取組をご紹介します。
あいさつを交わす
　近所に高齢者や介護をしている家族がいたら、あ
いさつや声かけを行い、地域から孤立させないよう
にしましょう。
見守り
　高齢者や介護をしている家族の周りに変わった様
子がないか、日頃からさりげなく見守りましょう。
　虐待が疑われたり、異変を感じたりしたときには
地域包括支援センターへご連絡ください。各地域に
は担当の地域包括支援センターがあります。守秘義
務により、どなたが連絡や相談したかを周囲に知ら
れることはありません。
高齢介護課☎22-773322-7731

STOP!高齢者虐待
～みんなで支える、みんなで守る～


